
 1 

甲府市農業委員会４月定例総会議事録 

 

１．日  時  令和８年４月２４日（金） 午後２時００分 

 

２．会  場  甲府市東公民館 

 

３．出席委員（17名） 

     会長：柿嶋 敦、職務代理者：山村 忠弘、米山 夫佐子 

   【農業委員】 

1番 森澤 良直   2番 落合 洋子  4番 宮川 俊一  5番 輿水 辰次 

  6番 芦沢 喜嗣   7番 小松 芳彦  8番 越石 和昭 10番 關野 登   

11番 佐々木 茂隆 12番 西名 武洋  13番 渡邊 元二 14番 野澤 洋子 

15番 長田 正実  16番 菊島 建 

 

４．欠員（2名） 

  3番、9番 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 白倉  修 

農地係 補 佐  佐野 慶一 

    係 長 平賀 利和 

    振興係 係 長 長澤 和利 

 

６．議  案 

   議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請について 

   議案第４号  農地法第５条の規定による許可後の計画変更について 

   議案第５号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定

による農地中間管理機構への要請について 

   議案第６号  令和８年度最適化活動の目標の設定について 

 

報告案件 

 報告第１号  山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号  農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号  農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号  農地法第４条第１項の規定による届出について（許可不要） 

報告第６号  農用地利用集積計画の解約について 
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午後２時００分 開会 

 

○事務局（佐野補佐） 

本日の総会でありますが、委員定数１９名中、２名欠員、１７名が出席しておりま

すので「農業委員会等に関する法律第２７条第３項」の規定により、この会議が成立

していることを、ご報告いたします。 

それでは、甲府市農業委員会総会会議規則第５条の２の規定により、会長が議長を

務め、議事を整理することとなっております。柿嶋会長お願いいたします。 

 

○（柿嶋会長） 

只今から、甲府市農業委員会４月定例総会を「農業委員会等に関する法律」並びに

「甲府市農業委員会総会会議規則」の規定により、進行して参ります。 

最初に、４月定例総会の議事録署名委員につきましては、議席の順番に、今回は、

４番の宮川 俊一委員、５番の輿水 辰次委員のお２人にお願いいたします。 

なお、先ほど事務局との打ち合わせの際に、すべての案件において「事前の質問は

ない」との報告を受けております。 

それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」審議いたし

ます。事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（平賀係長） 

農地法第３条につきましては、農地のままの権利移動であります。 

今月は、贈与が１件でございます。３条の資格要件を満たしております。 

それでは、議案書１ページの１番、地図は別紙１ページの３条 No.１をご覧くださ

い。 

申請地の所在、地目、面積、譲渡人、譲受人につきましては、議案書記載のとおり

でございます。 

申請地の〇面、〇面は○○、〇面は、○○○〇を挟んで○○、〇面は、譲受人の所

有の○○となっております 

譲渡人と譲受人は、○○であり、譲受人は、○○にあたります。 

譲受人は、現在○○才で、現在は、○○○○の○○約○○○○㎡で、○○○、○○

の栽培を行っております。申請地は、今までは譲渡人である〇が○○○の栽培をして

おりましたが、○○のため耕作することが困難になってきたことから、申請地を○○

により譲受け、農業経営を引き継ぎたいとのことであります。 

申請地では、今までと○○に、○○○の栽培を行う予定であります。                      

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○（柿嶋会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

「議案第１号」の案件につきまして、事前にご意見等はいただいておりませんが、

特別、何かありましたらお願いいたします。 
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≪ 意見なし ≫ 

それでは、ご意見等も無いようですので、採決をいたします。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」賛成の方は挙手をお願

いします。 

≪ 賛成多数 ≫ 

ありがとうございます。 

多数の方の賛成をいただきましたので「議案第１号」については、決定し、許可書

の交付をして参ります。 

それでは、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」審議いたし

ます。事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（平賀係長） 

農地法第４条につきましては、農地の所有者ご自身が、農地転用するものでありま

す。今月は、１件であります。 

議案書２ページの１番、地図は別紙２ページの４条 No.１をご覧ください。 

申請地の所在、地目、面積、申請人につきましては、議案書記載のとおりであり、

転用目的は○○○○であります。 

申請地の〇面は○○○○○○○○○及び〇、〇面は○○及び○○○○、〇面は○○

○〇を挟んで○○、〇面は○○○○であり、農地区分は第〇種農地と判断しました。 

申請人は、○○にて○○○○を行う○○の○○をしており、○○○○○○に隣接し

ており、○○○が○○○〇ことから、○○○○○である申請地を○○○○○○から○

○○の○○を○○○、○○○〇や○○○○○○の○○○○○○として○○しておりま

した。○○○に○○○○○○○○が○○で○○○○○○〇を○○○○○○○○○○で、

○○、○○○の○○による○○に○○○○○○○○○であります。 

申請地は、○○○○○○○○○○の○○○○○として利用する予定であります。 

雨水については地下浸透となります。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○（柿嶋会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

「議案第２号」の案件につきまして、事前にご意見等はいただいておりませんが、

特別、何かありましたらお願いいたします。 

≪ 意見なし ≫ 

それでは、ご意見等も無いようですので、採決をいたします。 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」賛成の方は挙手をお願

いします。 

≪ 賛成多数 ≫ 

ありがとうございます。 

多数の方の賛成をいただきましたので「議案第２号」については、決定し、１,０

００㎡以上の案件ですので、許可相当とし、山梨県農業会議に諮問して参ります。 
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続きまして、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」審議いた

します。事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（平賀係長） 

農地法第５条につきましては、農地の所有者以外の方が、農地転用するものであり

ます。今月は、５件ございます。 

議案書３ページの１番、地図は別紙３ページの５条 No.１をご覧ください。 

申請地の所在、地目、面積、譲渡人、譲受人につきましては、議案書記載のとおり

であり、転用目的は、○○○でございます。 

申請地の〇面は○○、〇面は○○、〇面は○○を挟んで○○、〇面は譲受人の○○

○○○であり、農地区分は第〇種農地と判断しました。 

譲受人は、申請地の〇面にて○○○○○○を○○しており、現在の○○○○○では

○○なことから、○○○○○と○○している申請地を○○し○○○に転用することも

のであります。申請地は、砕石敷きとし雨水は地下浸透となります。 

続きまして、議案書３ページの２番、地図は別紙４ページの５条 No.２をご覧くだ

さい。 

申請地の所在、地目、面積、譲渡人、譲受人につきましては、議案書記載のとおり

であり、転用目的は○○○〇○○○○でございます。 

申請地の〇面は○○、〇面は○○○○を挟んで○○、〇面、〇面は○○であり、農

地区分は第〇種農地と判断しました。 

譲受人は○○○○で○○○○を○○○○であり、申請地周辺は○○○○○○○、○

○○○としての○○○○○ことから、申請地を○○○○○○の○○○〇に転用するも

のであります。雨水については集水桝により〇面道路の水路へ排水し、生活排水につ

いては〇面道路に埋設された下水道管へ接続し処理する予定です。 

続きまして、議案書３ページの３番、地図は、５ページの５条 No.３をご覧くださ

い。 

申請地の所在、地目、面積、譲渡人、譲受人につきましては、議案書記載のとおり

であり、転用目的は、○○○○○○○○でございます。 

申請地の〇面は○○、〇面・〇面は○○、〇面は○○であり、農地区分は第〇種農

地と判断しました。 

譲受人は○○○○で○○○○を○○○○であり、申請地は○○○や○○○までの○

○○○○○○、○○○○○○○、○○○〇として○○○○○○○○○、申請地を○○

○○○○○○○○○に転用するものであります。雨水については、申請地内の○○○

○側溝から〇面道路の水路へ排水し、生活排水については〇面道路に埋設されている

下水道管へ接続し処理する計画です。 

続きまして、議案書３ページの４番、地図は、６ページの５条 No.４をご覧くださ

い。 

申請地の所在、地目、面積、譲渡人、譲受人につきましては、議案書記載のとおり

であり、転用目的は、○○○〇○○○○でございます。 

申請地の〇面は○○、〇面は○○を挟んで○○、〇面、〇面は○○を挟んで○○で
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あり、農地区分は第〇種農地と判断しました。 

譲受人は○○○○で○○○○○○○○○であり、申請地周辺は○○○○○○〇、○

○○○も○○○○○○○○として○○○○○○○○○、申請地を○○○、○○○〇○

○○○に転用するものであります。雨水については○○○の雨水桝より〇面、〇面、

〇面のそれぞれある水路へ排水し、生活排水については、〇面に埋設されている下水

道管へ接続し処理する計画です。 

続きまして、議案書４ページの５番、地図は、７ページの５条 No.５をご覧くださ

い。 

申請地の所在、地目、面積、譲渡人、譲受人につきましては、議案書記載のとおり

であり、転用目的は、○○○○○でございます。 

申請地の〇面は○○、〇面は○○○○を挟んで○○、〇面、〇面は○○であり、農

地区分は第〇種農地と判断しました。 

譲受人は、○○○○に○○○○○○を○○しておりますが、○○○○○ことから○

○○○で、○○○○○○○○にも○○○○○○○○〇、申請地を○○することで、○

○○○の○○を行うものであります。雨水については地下浸透となります。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

 

○（柿嶋会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

議案第３号につきましても、事前にご意見等はいただいておりませんが、特別、何

かありましたらお願いいたします。 

≪ 意見なし ≫ 

それでは、ご意見等も無いようですので、採決をいたします。 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」賛成の方は挙手をお願

いします。 

≪ 賛成多数 ≫ 

ありがとうございます。 

多数の方の賛成をいただきましたので「議案第３号」については、決定し、１,０

００㎡以上の案件については、許可相当とし、山梨県農業会議に諮問して参ります。 

なお、それ以外の案件については、許可書の交付をして参ります。 

続きまして、議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の計画変更について」

審議いたします。事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（平賀係長） 

議案書５ページの１番、地図は８ページの５条計画変更 No.１をご覧ください。 

本案件は、以前、本農業委員会で、農地転用の許可を得ましたが、その時の計画（○

○○○の○○○を○○○○から○○○〇）を変更するというものでございます。 

申請地の所在、地目、面積、譲渡し人、譲受け人につきましては、議案書記載のと

おりでございます。 

譲受人は、○○○○で○○○○を○○しており、令和〇年〇月に本農業委員会にお
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いて、申請地を○○○○○○○○○にしたいという計画で、農地転用の許可を得まし

たが、○○な、○○○○○○○〇○○○○○、当初予定していた○○○○○○○○○

が困難となることから、今回、○○○○○○○や○○○○○についての変更はありま

せんが、○○○○○○○○から○○○○に変更したいとのことであります。  

転用許可後は、○○○○○○を○○○○○○○計画であります。 

続きまして、議案書 5ページの２番、地図は９ページの５条計画変更 No.２をご覧

ください。 

本案件は、平成〇年に山梨県から、○○○〇○○○○計画で、農地転用の許可を得

ましたが、○○○○○困難となり、○○○○に計画を変更したものであります。 

譲受人は、申請当時から○○○○○に在住しており、許可後○○○が経過しました

が、○○○○○○○○当初の目的にて転用を行うことが難しくなっていたところ、○

○○○から○○○としての○○○○○、○○○○へと計画変更することとなりました。 

申請地周辺農地の耕作者からは同意を得ており、万が一周辺農地に被害が発生した

場合は責任をもって対処するとのことであります。 ○○○については砕石敷きとし、

雨水は地下浸透となります。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○（柿嶋会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

議案第４号につきましても、事前にご意見等はいただいておりませんが、特別、何

かありましたらお願いいたします。 

≪ 意見なし ≫ 

それでは、ご意見等も無いようですので、採決をいたします。 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の計画変更について」賛成の方は挙

手をお願いします。 

≪ 賛成多数 ≫ 

ありがとうございます。 

多数の方の賛成をいただきましたので、議案第４号については、承認し、通知をし

て参ります。 

次に、報告第１号から第５号について、事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（平賀係長） 

続きまして、報告事項の説明をいたします。 

議案書６ぺージは、先月の総会案件のうち、農地法第５条の申請について、山梨県

農業会議へ諮問をした結果、許可相当との答申を受けました。 

７ページから１１ページまでは、３月９日から４月８日までに受理しました、相続

等の３条の届出や、市街化区域における農地法第４条、及び５条の届出、また、許可

不要の届出について、掲載しております。 

なお、それぞれの転用目的や農地の所在、届出人等につきましては、議案書に記載

のとおりであり、受理通知等につきましては、事務局長の専決により交付済みとなっ
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ております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○（柿嶋会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

「報告第１号」から「第５号」につきましては、報告事項ですので、ご了承をお願

いします。 

次に、議案第５号の「農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規

定による農地中間管理機構への要請について」と、報告第６号「農用地利用集積計画

の解約について」は、それぞれ関連がありますので、一括して審議いたします。 

なお、審議に先立ち、議案第５号のうち、申請番号１１及び１２の案件につきまし

ては「農業委員会等に関する法律」第３１条の規定に基づく、議事参与の制限により、

当該事案の審議の際、当該委員は一時退室をお願いいたします。 

それでは議案第５号について、事務局より説明してください。 

 

○事務局（長澤係長） 

振興係の長澤です。今年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

それでは「議案第５号」の説明をさせていただきます。 

議案書１３ページをご覧ください。 

まず、農用地利用集積等促進計画における、新規設定の集計表でございますが、農

地中間管理機構において、５月２５日公告、６月１日貸借開始となる案件でございま

す。 

今月は、○○、○○、○○○、○○○、○○○○○より、合計○○筆の申請があり、

合計面積は、○○○○○○㎡でございます。 

中段の表になりますが、こちらは、去る２月１９日に開催されました「農地銀行推

進員会議」において、令和８年度の新規目標面積が決議され、令和８年度のにつきま

しては、１１８，４００㎡が、新規設定の目標面積とされたところでございます。 

続きまして、１４ページをご覧ください。 

こちらの集計表は、借受人は、これまでと変わらず、農地中間管理機構を介した案

件となりますが、今月は、○○、○○、○○○○○より、合計○○筆の申請があり、

合計面積は、○○○○○○㎡でございます。 

中段の表になりますが、こちらも「農地銀行推進員会議」において、令和８年度の

再設定における設定面積が決議され、令和８年度のにつきましては、３２８，５００

㎡が、令和８年度の再設定の目標面積とされたところでございます。 

続きまして、１５ページから２２ページでございますが、今年度より、申請番号ご

とに、貸付人・借受人の情報を入れ込み、より見やすく、分かりやすいよう、変更い

たしました。 

今後も委員の皆様のご意見等を伺いながら、随時変更を加えていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

また、先日、山梨県農業振興公社へ貸借開始の受付時期を確認したところ、貸借開



 8 

始について、今後は、１年先まで受付することとしました、との回答をいただきまし

たので、今後におきましては、終期通知を可能な限り早めに送り貸借開始をスムーズ

に進めたいと考えております。ちなみに、現時点では終期が７か月先の１１月終期の

方まで、終期通知を郵送したところでございます。 

これまでは、申請書の受付日が、月ごとに定められており、貸借における公告時期

にズレが生じてしまいましたが、今後は、申請書が提出され次第、随時受付するとの

ことでありますので、来月より貸借の開始時期が、一律ではなくなる案件が出てくる

と思いますので、ご了承をお願いいたします。また、受付時期が１年先まで伸びたこ

とから、事務局におきましても、申請数が増えますが、提出につきましては、スムー

ズな事務処理ができるものと考えております。 

委員の皆様におかれましても、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、今月、中間管理機構へ要請する案件でございますが、１５ページから２

２ページでありまして、貸付人、借受人につきましては、議案書記載のとおりでござ

います。 

 

○（柿嶋会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

議案第５号についても、事前にご意見等はいただいておりませんが、特別、何かあ

りましたらお願いいたします。 

≪ 意見なし ≫ 

それでは、ご意見等も無いようですので、採決をいたします。 

議案第５号「農地中間管理機構への要請について」のうち、申請番号１１及び１２

を除いた案件について、賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 賛成多数 ≫ 

ありがとうございます。 

多数の方の賛成をいただきましたので、議案第５号のうち、申請番号１１及び１２

を除いた案件につきましては、農地中間管理機構へ要請して参ります。 

それでは申請番号１１及び１２の案件について、審議いたしますので、○○○委員

は一時退室をお願いします。 

≪ ○○○委員退室 ≫ 

それでは議案第５条のうち、申請番号１１及び１２の案件に賛成の方は、挙手をお

願いします。 

≪ 賛成多数 ≫ 

ありがとうございます。 

多数の方の賛成をいただきましたので、申請番号１１及び１２の案件につきまして

は、農地中間管理機構へ要請して参ります。 

それでは、○○○委員は入室してください。 

≪ ○○○委員入室 ≫ 

なお、「報告第６号」につきましては、報告事項でありますので、ご了承をお願い

いたします。 



 9 

次に、議案第６号の「令和８年度最適化活動の目標の設定について」審議いたしま

す。事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（長澤係長） 

それでは「議案第６号」の説明をさせていただきます。 

まず、「議案第６号」につきまして訂正がございます。２４ページの２番「農家・

農地等の概要」で、一番右の表で、認定農業者数でございますが、経営体数２５９と

記載されておりますが、正しくは２６５でございます。訂正してお詫びを申し上げま

す。 

また、説明に入る前に、先月の定例総会におきまして、「２０２５農林業センサス」

の結果が３月下旬から４月の上旬に公表されることから、４月の総会において「目標

設定」の案件を付議させていただきます、と説明させていただきましたが、実は「農

林業センサス」の結果につきましては、今日時点で、まだ公表がされておりません。 

数値が確定していない状況の中で、議案として付議することは、大変申し訳なく思

いますが、県に確認したところ、センサスの数値については、前回（２０２０年）の

数字を使ってください、との指示を受けたところでございます。何卒ご理解をいただ

きますようお願いいたします。なお、センサスの結果が公表され次第、委員の皆様に

は速やかに情報提供をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、ご説明申し上げます。 

この「最適化活動の目標の設定」につきましては、「農業委員会等に関する法律」、

並びに「農林水産省経営局長の通知」により、農業委員会において、毎年目標を定め、

山梨県農業会議、山梨県、甲府市及び山梨県農業振興公社へ報告するとともに、ホー

ムページ等において公表しなければならないこととされております。また、来月の総

会には、令和７年度の実施状況をお諮りし、その後、公表することとなっております。 

報告の書式は、２４ページから２６ページの「別紙様式１」により、全国農業会議

所のホームページにおいて公表されます。 

まず、英数字の⒈「農業委員会の状況」の、１番「農業委員会の現在の体制」につ

きましては、記載のとおりでございます。 

次に２の「農家・農業等の概要」でございますが、枠内が黒く塗りつぶされた箇所

となりますが、本来であれば、こちらに直近のセンサスの数字が入るところでありま

すが、この数値は、現時点で、前回５年前、２０２０年の農林業センサスの数値とな

っております。 

その右側の表、先ほど訂正させていただきましたが「認定農業者」等の数につきま

しては、就農支援課が管理する直近のデータを共有する中、農業委員会で把握してい

る数値となります。 

その下の表、「耕地面積」でありますが、こちらは毎年、農林水産省が公表してい

るデータとなりますが、合計面積が合わないところにつきましては、昨年も県に確認

ところ、田においては泥上げ部分等を含むなどの理由から、合計面積が合わない、と

のことであります。 

続きまして、その下、英数字２の「最適化活動の目標」でありますが、まず、２５
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ページの一番上の表、②の目標でありますが、こちらは、山梨県において、農地の集

積率を令和１４年度までに６６パーセントまでにすることを目標に掲げたことを受

け、甲府市においても同様に６６パーセントの集積を掲げたもので、その目標値から

集積率を算出し、今年度の新規集積面積を４９．２ヘクタールとしたところでござい

ます。 

そのことを踏まえ、別冊の２ページをご覧ください。 

こちらは、令和 7年度に実施した「農地利用状況調査の結果」から各地区における

目標値を算出した表となります。今年度の新規集積面積につきましては、４９．２ヘ

クタールを割合に応じ地区別に算出した表となります。 

恐れ入りますが、議案に戻って頂き、２５ページの（２）「遊休農地の解消」であ

りますが、こちらは２月に最適化推進委員さんを中心に「遊休農地の解消活動」を実

施していただきましたが、まだ、解消されていない、いわゆるＡ分類（再生可能）な

遊休農地の面積となります。 

遊休農地の解消目標につきましては、別冊の２ページ「遊休農地の面積」１３．５

ha を令和８年度から令和１４年度までの７年間に解消するとした場合に、一年度に

１．９３ha の遊休農地を解消していく、という目標を掲げたものであります。各地

区において解消する目標面積は、別冊２ページの表のとおりでございます。 

次に、新規参入の目標面積につきましては、２５ページの一番下の表をご覧くださ

い。②目標で、権利移動面積、令和３年～令和５年の３年間の平均、小数点以下が表

記されていないため数値が異なりますが、５１．９ヘクタールで、その１割以上を目

標値として掲げることが定められていることから、５．２ヘクタール、５２，０００

㎡となり、委員さん一人当たりの目標といたしまして、１年間に１，４０５㎡（０．

１４ha）の新規参入を促す目標値となっております。 

次に、２６ページの一番上「２最適化活動の活動目標」でありますが、こちらは、

令和３年度全国農業委員会会長代表者集会において決定された、目標となりますが、

委員１人当たり、月１０日の最適化活動を実施する目標が掲げられております。 

その下（２）、（３）は、例年通りの予定となっております。 

今ご説明申し上げました、各項目をまとめたものが、別冊の１ページとなります。 

なお、こちらの別冊はお持ち帰りいただいて結構ですので、今一度、内容のご確認

をお願いいたします。 

以上、誠に雑駁な説明となりますが、説明を終わります。ご審議の程よろしくお願

いいたします。 

 

○（柿嶋会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

議案第６号につきましても、事前にご意見等はいただいておりませんが、特別、何

かありましたらお願いいたします。 

≪ 意見なし ≫ 

それでは、ご意見等も無いようですので、採決をいたします。 

議案第６号「令和８年度最適化活動の目標の設定について」賛成の方は挙手をお願
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いします。 

≪ 賛成多数 ≫ 

ありがとうございます。 

多数の方の賛成をいただきましたので、議案第６号については、承認とし、「別紙

様式」については、山梨県、甲府市、農地中間管理機構へ報告するとともに、ホーム

ページにおいて、公表することといたします。 

事務局につきましては、遅滞なく事務手続きを行ってください。 

以上で、予定している案件は、全て終了しましたが、委員の皆さんより、何かあり

ましたらお願いします。 

≪ 意見・質問なし ≫ 

なければ、以上をもちまして、４月定例総会を終了いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 

午後３時３０分 閉会 


